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同上

管理計画の認定管理者等に対する改善命令

マンションの管理の適正化の推進に関する法律は、マンションの資産価値を守り、快適な住環境を確保す
るため、マンションの管理計画の認定制度等、マンション管理の適正化を推進するための措置について規
定したものです。
この法律に基づき、市長は、認定管理者等が認定を受けた管理計画に従って管理計画認定マンションの管
理を行っていないと認めるときは、認定管理者等に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を
命ずることができます。

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の9

マンションの管理の適正化の推進に関する法律
（改善命令）
第五条の九　計画作成都道府県知事等は、認定管理者等が認定管理計画に従って管理計画認定マンション
の管理を行っていないと認めるときは、当該認定管理者等に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要
な措置を命ずることができる。


